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施策・事業名
令 和

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10年度

タクシー利用助成券交付事業 ● ● ● ● ●

市街地巡回バスの運行事業 ● ● ● ● ●

町民ニーズと連動した移動支援策の継続 ● ● ● ● ●

まちバスの利用実態やニーズ等に即した
運行時間帯等の見直し

● ● ● ● ●

交通資源の確保に向けた官民連携事業 ○ ● ● ● ●

広域的な移動手段の充実に向けた関係者協働 ● ● ● ● ●

公共交通を身近な移動手段として捉えてもらうため
の事業

○ ● ● ● ●

流動的な移動ニーズを見極めるための事業 ○ ○ ○ ● ●

関係者連携による持続可能なサービス提供 ● ● ● ● ●

○：調査・検討、●：実施
事業実施スケジュール

委員 位置付け 所属

１号委員 運輸局 北海道運輸局北見運輸支局

２号委員 北海道 オホーツク総合振興局地域政策課

３号委員 交通事業関係者 北海道北見バス株式会社、有限会社津別ハイヤー

４号委員 道路管理者 網走開発建設部北見道路事務所、網走建設管理部事業課

５号委員 警察 北海道北見方面本部美幌警察署

６号委員 地域住民・利用者代表
津別町商工会、自治会女性部連絡協議会、
津別町PTA連合会

７号委員 地域福祉従事者 一般社会福祉法人津別町社会福祉協議会

８号委員 有識者 ＮＰＯ法人まちづくり支援センター

９号委員 自家用有償運送関係

１０号委員 スクールバス運行受託者 株式会社津別町振興公社

１１号委員 交通事業労働組合 私鉄総連北見バス支部

１２号委員 町長が指名する職員
津別町役場 副町長、保健福祉課、産業振興課、

住民企画課、生涯学習課

事務局 津別町役場建設課道路河川係

関係者 役割 内容

地域住民 積極的な利用等
公共交通の積極的な利用、利用促進策の積極的な実施、
公共交通に対する改善策等の積極的な要望等

交通事業者 安全な運行等
バス路線の安全な運行、運行実績等のモニタリングへの
協力等

津別町 事業の検討・実施等 地域のニーズ把握、各種交通施策の実施、資金の調達等
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「津別町地域公共交通計画 改訂版」

持続可能で町民にとって利便性の高い交通システムの構築に向け、

津別町にとって相応しく、津別町らしいをテーマとした

交通分野における

津別町を取り巻く環境

少子化

高齢化

の進行

町内交通の

不便さ

自動車中心

のライフ

スタイル

公共交通の

低利用

移動支援

に係る

経費の増加

を策定しました



施策⑦ 公共交通を身近な移動手
段として捉えてもらうための事業

・周知活動をはじめとして公共交
通を身近に感じてもらう、移動
選択肢の一つとして認識しても
らうための事業を展開します。

施策④ まちバスの利用実態や
ニーズ等に即した運行時間帯等の
見直し

・町で運行しているまちバスにつ
いては、スクールバス路線とし
ての機能を維持し、地区別の児
童生徒数の変化に応じて、津別
町教育委員会と連携を図り、運
行地域の見直しや運行ルート等
の見直しを継続的に実施します。

自らデザインし続け 豊かなくらしの創出を目指す 津別の交通

基本方針
本計画の策定にあたっては、持続可能な津別の交通をキーワードに、町民や町内外の関係者との意見交換

を通じて得た情報やデータを客観的に捉え、法定協議会である津別町地域公共交通活性化協議会の場を通じ
て議論を重ねてきました。これらのプロセスを継続的に実施していくことで、津別町が自らデザインし続け
る津別の交通が構築されていきます。また、本計画で位置づけた津別の交通は、時代の変化に対応して改善
を繰り返し、豊かなくらしの創出を目指します。
これらの考え方から、本町における地域公共交通の基本方針を「自らデザインし続け 豊かなくらしの創

出を目指す 津別の交通」とし、各種施策の展開を行っていくこととします。

方向性① 町民ニーズや社会情勢に対して柔軟に対応
する移動支援策

施策① タクシー利用助成券交付事業

施策② 花バス運行事業

施策③ 町民ニーズと連動した移動支援策の継続

方向性② 各地区の現状を的確に捉えた公共交通
サービスの維持

施策④ まちバスの利用実態やニーズ等に即した運行
時間帯等の見直し

施策⑤ 交通資源の確保に向けた官民連携事業

方向性③ 住民の生活圏を支える町外移動支援の充実

施策⑥ 広域的な移動手段の充実に向けた関係者協働

方向性④ 公共交通の維持・存続に向けた意識醸成

施策⑦ 公共交通を身近な移動手段として捉えて
もらうための事業

施策⑧ 流動的な移動ニーズを見極めるための事業

方向性⑤ 持続的な公共交通の確保・維持に向けた
体制の強化

施策⑨ 関係者連携による持続可能なサービス提供

既存公共交通の利便性の向上

【継続して課題として認識】
・公共交通を利用してもらうためには利便性向
上や移動ニーズに即した運行内容への柔軟に対
応する必要

潜在需要の掘り起こし

【継続して課題として認識】
・現状の利用者のみで維持していくことは難し
いため、免許返納の検討者や「ちょい乗り」で
利用してもらえるような意識醸成等が必要

町内交通資源の確保

【より重要な課題として認識】
・全国的な傾向に漏れず運転手不足は町内でも
発生しているため、運転手や車両などの交通資
源を将来にわたって確保することが必要

地区の実情に応じた公共交通サービスの提供

【継続して課題として認識】
・市街地においては、まちなみが大きく変化し
ていることから複合施設など、移動ニーズに即
したサービスの提供が必要
・郊外部においては、町内交通資源の確保も踏
まえながら生活の足の確保が必要

【継続して課題として認識】
・町外市町への交通ネットワークが断絶されない
ような円滑な乗継及びモビリティの確保が必要
※「公共交通でも行ける」状況の確保

【継続して課題として認識】
・「潜在需要の掘り起こし」も踏まえながら継
続的な取組が望ましい

女満別空港アクセスの整備検討
観光交通の確保検討

【町内交通を優先：関連施策に組み込む】
・町民ニーズを最優先に来訪者ニーズも踏まえ中
長期的な検討、町内交通の整備を優先して実施

津別町の交通課題 課題解決に向けた施策・事業

公共交通の維持・存続に向けた意識啓発

生活圏となっている町外市町への移動支援

施策① タクシー利用助成券交付事業

・町民の外出における移動手段の選択肢
強化に向け、本町の交通資源の１つで
あるタクシーを活用したタクシー利用
助成券交付事業を継続実施します。

施策② 花バス運行事業

・本町市街地における生活利便性の向上
に向け、市街地内の生活関連施設や居
住地域間を巡回するバスの運行を継続
実施します。


